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専門研修プログラム整備基準
研修プログラムを申請する研修基幹施設の責任者は、本整備基準に準拠した研修プログラムを
作成してください。
研修プログラムは日本専門医機構の中の「研修プログラム研修施設評価・認定部門　研修委員
会」で審査され、基準に照らして認定されます。　細かな解説が必要な事項については各専門研
修プログラムの付属解説資料として別に用意して下さい。

専門領域 耳鼻咽喉

理念と使命

領域専門制度の理念

１）医師としてのプロフェッショナリズムを持ち、全人的な医療を行うとともに社会
的な視点も併せ持ち、医療チームをリードすることができる能力を持つ。
２）耳、鼻・副鼻腔、口腔咽喉頭、頭頸部領域に及ぶ疾患の標準的な診断、外科
的・内科的治療を行うことができる。
３）小児から高齢者に及ぶ患者を扱うことができる。
４）高度急性期病院から地域の医療活動まで幅広い重症度の疾患に対応でき
る。
５）耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の臨床研究、学術発表を行い、医学・医療のさ
らなる発展に貢献することができる。

到達目標（修得すべき知識・技能・態度など）

専門知識

耳鼻咽喉科・頭頸部領域の外科的・内科的な知識を習得する。
１）耳（側頭骨）の解剖と生理を理解し、難聴・めまい・顔面神経麻痺などを呈する
側頭骨疾患とその病態の知識を持つ。
２）鼻・副鼻腔の解剖と生理を理解し、炎症・機能障害に基づく疾患とその病態の
知識を持つ。
３）口腔、咽頭、喉頭、唾液腺の解剖と生理を理解し、摂食・嚥下障害、発声・構
音障害、呼吸困難の病態と基づく疾患とその病態の知識を持つ。
４）頭頸部の解剖と生理を理解し、頭頸部の炎症性疾患、先天性疾患、良性腫
瘍、悪性腫瘍の知識を持つ。
５）一般耳鼻咽喉科学：小児から高齢者に及ぶ耳鼻咽喉科疾患一般についての
知識を得る。
＊各年次ごとの目標は研修カリキュラムに示す。

医学の進歩に応じた知識と医療技術を持つすぐれた耳鼻咽喉科専門医の養成
を図り、ひいては頭頸部領域の診療において国民医療の向上に貢献することを
理念とする。

領域専門医の使命

耳鼻咽喉科・頭頸部外科医師としての人格の涵養につとめ、耳、鼻・副鼻腔、口
腔咽喉頭、頭頸部の疾患を外科的・内科的視点と技術をもって治療する。他科と
協力し、国民に良質で安全な標準的医療を提供するとともに、さらなる医療の発
展にも寄与することを耳鼻咽喉科専門医の使命とする。

研修カリキュラム

専門研修の目標

専門研修後の成果（Outcome）
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専門技能（診察、検査、診断、処置、手術など）

１）診察：患者心理を理解しつつ問診を行い、所見を評価し、問題点を医学的見
地から確実に把握できる技能を持つ。
２）検査：診断、治療に必要な検査を実施し、所見が評価できる技能を持つ。
３）診断：診察、検査を通じて、鑑別診断を念頭におきながら治療計画を立てる技
能を持つ。
４）処置：耳鼻咽喉科領域の基本的な処置を行える技能を持つ。
５）手術：鼓膜切開、鼓膜チューブ装着術、鼻・副鼻腔内視鏡手術、扁桃摘出術、
喉頭微細手術、頭頸部良性腫瘍摘出術、気管切開など基本的な手術を術者とし
て行える技能を持つ。
６）手術管理など：鼓室形成術、人工内耳手術、頭頸部悪性腫瘍手術の助手を務
め、術後管理を行い合併症に対処する技能を持つ　頭頸部悪性腫瘍に対する放
射線治療、化学療法、支持療法を行う技能を持つ。
７）疾患の治療・管理：難聴、めまい・平衡障害、顔面神経麻痺、音声・言語障害、
嚥下障害の治療、リハビリテーションを行う技能をもつ。
＊各年次ごとの目標は研修カリキュラムに示す。

学問的姿勢

１）科学的根拠となる情報を収集し、それを適用できる。
２）研究や学会発表、論文執筆を行う。　
３）科学的思考、課題解決型学習、生涯学習の姿勢を身につける。　
４）学術集会に積極的に参加する。

医師としての倫理性、社会性など

１）患者、家族のニーズを把握し、インフォームドコンセントが行える。
２）他科と連携を図り、他の医療関係者との適切な関係を構築できる。
３）医師としての責務を自立的に果たし、信頼される。
４）診療記録の適切な記載ができる。
５）患者中心の医療を実践し、医の倫理・医療安全に配慮する。
６）臨床の現場から学ぶ技能と態度を習得し、学会活動・論文執筆を行い医療の
発展に寄与する。
７）チーム医療を実践し、チームの一員としてあるいはチームリーダーとして行動
できる。
８）後進の教育・指導を行う。
９）医療法規・制度を理解する。
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耳鼻咽喉科専門医の取り扱う疾患は、
１）耳科疾患
２）めまい・平衡障害
３）顔面神経麻痺
４)鼻・副鼻腔疾患
５）口腔・咽頭疾患
６）喉頭疾患
７）頭頸部腫瘍(良性、悪性)
８）アレルギー疾患
９）外傷
１０）嚥下障害
１１)音声・言語障害
１２）その他　と多岐にわたる。

研修カリキュラム表２（７頁〜８頁）の症例経験基準に則って、病態、保存的治療
と手術適応及び手術術式について熟知しておかなければならない。　
＊研修カリキュラム　７頁〜８頁参照

経験すべき診察・検査等
＊研修カリキュラム表２　（７頁〜８頁）参照

経験すべき手術・処置等
＊研修カリキュラム表２　（７頁〜８頁）参照

地域医療の経験（病診・病病連携、地域包括ケア、在宅医療など）

経験目標（種類、内容、経験数、要求レベル、学習法および評価法等）

経験すべき疾患・病態

病診・病病連携、地域包括ケア、在宅医療、地域医療などでの医療システムを理
解する。具体的には、基礎疾患により耳鼻咽喉科診療所に通院困難な場合の往
診在宅医療、耳鼻咽喉科に関連した悪性腫瘍治療後の管理、終末期医療、術後
の局所治療、経過観察、疾患による連携パスなどである。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科の領域において、1編以上の学術論文(筆頭著者)を執
筆し、3回以上の学会発表(日耳鼻総会・学術講演会、関連する学会、ブロック講
習会、地方部会学術講演会、国際学会)を行うことを専門医取得要件とする。研
究参画も望ましく、その機会を設ける。

専門研修の方法

臨床現場での学習

1）診療科におけるカンファランスおよび関連診療科との合同カンファランスを通し
て病態と診断過程を深く理解し、治療計画作成の理論を学ぶ。
２）抄読会や勉強会を実施し、インターネットによる情報検索の指導を行う。
３）hands-on-trainingとして積極的に手術の助手を経験させる。その際に術前の
イメージトレーニングと術後の詳細な手術記録を実行させる。
４）手術手技をトレーニングする設備や教育ビデオなどの充実を図る。
５）実際に術者として行った個々の手術記録を詳細・正確に記載し専門研修指導
医の評価を受ける。
６）主治医として治療した経験症例を専門研修記録簿に登録し、研修の記録を残
し、未経験の症例がないよう専門研修指導医、プログラム統括責任者は調整す
る。　
＊スケジュールについては研修カリキュラム参照
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２） （指導医層の）フィードバック法の学習（FD)

18

耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会、日耳鼻秋季大会、関連する学会でのセミ
ナー、講習会への参加、日耳鼻が認定する「検査に関する実技講習」への参加、
国際学会への参加を通して国内外の標準的治療および先進的・研究的治療を学
習する。さらに、日耳鼻が指定する共通講習A（医療安全、感染対策、医療倫理）
を受講し、専門研修記録簿に登録する。

自己学習（学習すべき内容を明確にし、学習方法を提示）

研修カリキュラムに示されている項目を全て説明、解決策などを提示できるよう
に日本耳鼻咽喉科学会会報、Auris Nasus Larynx(日本耳鼻咽喉科学会英文雑
誌）、耳鼻咽喉科学会・関連学会で作成されているガイドライン、英文雑誌、e-
learningなどを活用して学習する。

専門研修中の年度毎の知識・技能・態度の修練プロセス

プログラム統括責任者、専門研修指導医、専攻医の３者で指導医およびプログラ
ム統括責任者は1年毎の評価を原則とする。
１）専門研修１年目：　耳鼻咽喉科医としての基本的臨床能力及び医療人として
の基本的姿勢を身につける。医療面接・記録：病歴聴取、所見の観察、把握が正
しく行え、診断名の想定、鑑別診断を述べることが出来る。　検査：診断を確定さ
せるための検査の意味を理解し実際に検査を行うことが出来る。治療：局所治
療、内服治療、局所麻酔の方法、基本的な手術治療を行うことが出来る。
２）専門研修２年目：　専門研修１年目の研修事項を確実に行えることを前提に、
耳鼻咽喉科手術の基本技能を身につけていく。
３）専門研修３年目：　より高度な技術を要する手術手技を習得する。学会発表、
論文発表を行うための基本的知識を身につける。後進の指導を行うための知
識、技能を身につける。
４）専門研修４年目以降：　３年目までの研修事項をより深く理解し自分自身が主
体となって治療をすすめていけるようにする。 後進の指導をする。

＊研修カリキュラム参照（１８頁〜２１頁）

専門研修の評価

臨床現場を離れた学習（各専門医制度において学ぶべき事項）

形成的評価
フィードバックの方法とシステム

専門研修記録簿に、専攻医は到達目標の自己評価や経験手術症例数、学会発
表、学術論文、講習会（耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会、日耳鼻秋季大会、共
通講習A（医療安全、感染対策、医療倫理）、日耳鼻が認定する「検査に関する
実技講習」なども含む）の参加情報などを登録し、専門研修指導医は専攻医の到
達目標の達成度を評価、登録し研修プログラム管理委員会に報告する。専門研
修記録簿の提出時期は年度終了直後とする。研修プログラム管理委員会および
プログラム統括責任者は年次報告の内容を精査し、専門研修指導医と相談のう
え次年度の研修指導内容を改善する。

フィードバック方法を学習し、各研修プログラムの内容に反映させる。
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最終専門研修年度（専攻研修４年目）終了直前に、専門研修記録簿に記載され
た到達目標の評価、経験手術症例数、学会発表数、学術論文数、また医療安
全、医療倫理、感染対策の各講習会への参加状況などをもとに、耳鼻咽喉科領
域の専門知識、専門技術、学問的姿勢、医師としての倫理性、社会性の習得状
況を、研修プログラム管理委員会が総合的に評価する。

評価の責任者

総括的評価はプログラム統括責任者が行う。

修了判定のプロセス

最終専門研修年度（専攻研修４年目）終了直前に、専門研修連携施設の専門研
修指導医、専門研修基幹施設の専門研修指導医およびプログラム統括責任者
が研修プログラム管理委員会を開き、専攻医の到達目標が全て達成されている
ことを確認し研修修了と判定する。

多職種評価

総括的評価

評価項目・基準と時期

医師としての倫理性、社会性の評価判定には、多職種（看護師、言語聴覚士な
ど）の医療スタッフからの意見を取り入れ評価を行い、プログラム統括責任者が
フィードバックする。
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耳鼻咽喉科専門研修連携施設および関連施設は以下の条件を満たすものとす
る。
１）専門性および地域性から当該研修プログラムで必要とされる施設であること。
２）専門研修基幹施設が定めた研修プログラムに協力して、専攻医に専門研修を
提供すること。
３）連携施設は専門研修指導医1名以上が配置されていること。
４）関連施設は専門医1名以上が配置されていること。並びに関連施設での研修
は1年を限度とする。
５）症例検討会を行っている。
６）指導管理責任者は当該研修施設での指導体制、内容、評価に関し責任を負
う。

専門研修施設群の構成要件

専門研修基幹施設と専門研修連携施設および関連施設が効果的に協力して一
貫した指導を行うために以下の体制を整える。
１）専門研修が適切に実施・管理できる体制である。
２）専門研修施設は一定以上の診療実績と専門研修指導医を有する。　
３）研修到達目標を達成するために専門研修基幹施設と専門研修連携施設およ
び関連施設ですべての専門研修項目をカバーできる。　
４）専門研修基幹施設と専門研修連携施設および関連施設の地理的分布に関し
ては、地域性も考慮し、都市圏に集中することなく地域全体に分布し、地域医療
を積極的に行っている施設を含む。　
５）専門研修基幹施設や専門研修連携施設および関連施設に委員会組織を置
き、専攻医に関する情報を最低６カ月に一度共有する。
６）基幹施設で6カ月以上の研修を必須とし、2施設以上でのローテート研修を行
う。

研修プログラム

専門研修施設とプログラムの 認定基準

専門研修基幹施設の認定基準

耳鼻咽喉科専門研修基幹施設は以下の条件を満たすものとする。
１）医師臨床研修の基幹型臨床研修病院の指定基準を満たす病院であること。
２）プログラム統括責任者１名と専門研修指導医４名以上が配置されていること。
ただし、プログラム統括責任者と専門研修指導医の兼務は可とする。
３） 原則として年間手術症例数が200件以上あること。
４）他の診療科とのカンファランスが定期的に行われていること。
５） 専門研修プログラムの企画、立案、実行を行い、専攻医の指導に責任を負え
ること。
６） 専門研修連携施設および関連施設を指導し、研修プログラムに従った研修を
行うこと。
７） 臨床研究・基礎研究を実施し、公表した実績が一定数以上あること。
８）施設として医療安全管理、医療倫理管理、労務管理を行う部門を持つこと。
９） 施設実地調査（サイトビジット）による評価に対応できる体制を備えているこ
と。

専門研修連携施設および関連施設の認定基準
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専門研修施設群の地理的範囲

基準を満たしていれば地理的範囲は問わないが、プログラム内で共通の教育が
できるよう、原則、専門研修基幹施設と専門研修連携施設および関連施設が専
攻医に関する情報交換や専攻医の移動などスムーズに連携することができる範
囲とする。　１）基本的には単一都道府県内を基準とし、他県にまたがるときは円
滑な連携に支障のない範囲とする。　２）地域医療に配慮し、都市圏に偏在する
ことなく、中山間部、島嶼部なども含めるようにする。

専攻医受入数についての基準　（診療実績、指導医数等による）

専攻医受け入れ人数は専門研修指導医数、診療実績を基にして決定する。
１）専攻医受入は、専門研修指導医の数、専門研修基幹施設や専門研修連携施
設および関連施設の症例数、専攻医の経験症例数および経験執刀数が十分に
確保されていなければ、専門研修を行うことは不可能である。そのため専門研修
基幹施設や専門研修連携施設および関連施設の症例数、専攻医の経験症例数
および経験執刀数から専攻医受入数を算定する。
２）専門研修指導医の数からの専攻医受入の上限については学年全体（4年間）
で指導医１人に対し、専攻医３人を超えない。
３）専攻医の地域偏在が起こらないよう配慮する。

地域医療・地域連携への対応

１）地域医療・地域連携への対応を充実させる。
２）専攻医が専門研修基幹施設以外で地域に密着した医療を経験することと、専
攻医の都市部偏在を回避することを目的として、専門研修連携施設には地域医
療を積極的に行っている施設を組み込む。
３）中山間部、島嶼部の地域の病院・診療所など指導医の存在しないところにお
いても、専門医が常勤する施設に限って１年を限度に関連施設として病院群に参
加することができるものとする。

地域において指導の質を落とさないための方法

１）専門研修基幹施設と専門研修連携施設および関連施設にて、すべての耳鼻
咽喉科領域専門研修カリキュラムを達成することが目標である。
２）それぞれの施設では取り扱う疾患の分野にばらつきがある。このため、各専
攻医がすべてのカリキュラムを４年間で達成できるように研修プログラムを作成
する。　
３）各専攻医のカリキュラム達成度を半年ごとに専門研修管理委員会がチェック
し、不足分を補うように施設間での移動を行う。　
４）指導医がいない専門医のみの施設（１年を限度）での研修においては、必要
に応じ専門研修基幹施設から、専門研修指導医の派遣などの適切な処置を行
う。
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１）最先端の医学・医療を理解するとともに、科学的思考法を体得することは、医
師としての幅を広げるために重要である。　
２）専攻医が文献等を資料として耳鼻咽喉科の臨床現場から基礎医学研究や臨
床研究の題材を見出し研究方法を作製し、結果を正確にまとめ、論理的かつ統
計学的な正当性を持って考察し、これらを発表し論文として報告するといった能
力を養う。　
　
３）大学院での研究を含んだプログラムも可能である。

診療実績基準（基幹施設と連携施設および関連施設）　［症例数・疾患・検査/処
置・手術など］

プログラム参加施設の合計の症例数で専攻医の数が規定される。
プログラム参加施設の合計として以下の手術件数ならびに診療件数を有する。　
手術件数
   　　(ｱ)　年間400件以上の手術件数
　　   (ｲ)　頭頸部外科手術　年間50件以上
　　   (ｳ)　耳科手術（鼓室形成術等）　年間50件以上
　　   (ｴ)　鼻科手術（鼻内視鏡手術等）　年間50件以上
　　   (ｵ)　口腔・咽喉頭手術　年間80件以上
研修施設群全体で、別に定める耳鼻咽喉科特有の医療設備を全て所有し、検
査、治療を行っていること。他職種とも連携した適切なリハビリテーションまた、緩
和医療を行っていること。
なお、法令や規定を遵守できない施設は認定から除外される。サイトビジットにて
のプログラム評価に対して、改善が行われない施設は認定から除外される。

Subspecialty領域との連続性について

耳鼻咽喉科領域でのSubspecialityとしては日本頭頸部外科学会での頭頸部癌
専門医を想定しており、耳鼻咽喉科領域専門医を取得した上でsubspeciality領域
を専門にする。耳鼻咽喉科研修項目のうち、頭頸部外科での症例はsubspecialty
（頭頸部癌専門医）研修の一部としてカウントできる。

研究に関する考え方
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専門研修の休止・中断、プログラム移動、カリキュラム制への移行、プログラム外
研修の条件

専攻医は原則、耳鼻咽喉科領域専門研修カリキュラムに沿って専門研修基幹施設や専門研修連
携施設および関連施設にて研修期間4年以内に経験症例数と経験執刀数をすべて満たさなければ
ならない。
１）専門研修の休止
　　ア）休止の理由
　専門研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児、地域枠研修、その他正当な
理由（専門研修プログラムで定められた年次休暇を含む）とする。
　　イ）必要履修期間等についての基準
　研修期間（4年間）を通じた休止期間の上限は６カ月（研修施設において定める休日は含めない）
とする。
　　ウ）休止期間の上限を超える場合の取扱い
　専門研修期間終了時に当該専攻医の研修の休止期間が６カ月を超える場合は、原則として引き
続き同一の専門研修プログラムで研修を行う。休止期間が６カ月を超え10カ月以内の場合は、次の
事項を満たすことで研修修了見込みとする。
　　　①専門医認定試験前月（7月）末までに研修期間が３年６カ月以上となる見込みであること。
　　　②４年目終了時点で研修期間以外の修了要件を全て満たしていること。
10カ月を超える休止の場合は、研修期間を延長する。
　また、症例経験基準、手術経験基準を満たしていない場合にも、未修了として取扱い、原則として
引き続き同一の研修プログラムで当該専攻医の研修を行い、不足する経験基準以上の研修を行う
ことが必要である。
２）専門研修の中断
専門研修の中断とは、専門研修プログラムに定められた研修期間の途中で専門研修を中止するこ
とをいうものであり、原則として専門研修プログラムを変更して専門研修を再開することを前提とした
ものである。履修期間の指導、診療実績を証明する文書の提出を条件とし、プログラム統括責任者
の理由書を添えて、日本専門医機構に提出、当該領域での審査を受け、認められれば、研修期間
にカウントできる。
３）他科のプログラムに移動の場合は専門医機構内の領域研修委員会への相談が必要である。耳
鼻咽喉科内のプログラム移動については、日耳鼻専門医制度委員会への相談が必要である。
４）プログラム外研修の条件
　留学、診療実績のない大学院の期間は研修期間にカウントできない。その期間については休止
の扱いとする。同一領域（耳鼻咽喉科領域）での留学、大学院で、診療実績のあるものについて
は、その指導、診療実績を証明する文書の提出を条件とし、プログラム責任者の理由書を添えて、
日本専門医機構に提出、当該領域での審査を受け、認められれば、研修期間にカウントできる。　
＊専門研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の詳細な条件については添付文書
参照。

専門研修プログラムを支える体制

専門研修プログラムの管理運営体制の基準

専門研修基幹施設に研修プログラム管理委員会を置く。　
　　
　　基幹施設の役割

専門研修基幹施設は、専門研修管理委員会を中心として、専攻医と専門研修連
携施設および関連施設を統括し、専門研修プログラム全体の管理を行い、専攻
医の最終的な研修修了について評価する。
専門研修プログラムには、各専門研修連携施設および関連施設が研修のどの
領域（たとえば耳、鼻・副鼻腔、咽喉頭、頭頸部がん、耳鼻咽喉科一般など）を主
に担当するか明示し、専門研修基幹施設が専門研修プログラム管理委員会を中
心として、専攻医の専門研修連携施設および関連施設での研修計画、研修環境
の整備・管理を行う。
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専門研修指導医の基準

専門研修指導医は以下の要件を満たす者いう。専門研修指導医は専攻医を育
成する役割をになう。
１） 専門医の更新を１回以上行った者。ただし専門医制度委員会にて同等の臨
床経験があると認めた者を含める。
２） 年間30例以上の手術に指導者、術者、助手として関与している者 
３）２編以上の学術論文（筆頭著者）を執筆し、５回以上の学会発表（日耳鼻総
会・学術講演会、日耳鼻専門医講習会、関連する学会、ブロック講習会、地方部
会学術講演会、国際学会）を行った者。
４）専門研修指導医資格の更新は、診療・研修実績を確認し５年ごとに行う。

プログラム管理委員会の役割と権限

プログラム管理委員会は以下の役割と権限を持つ。
１）専門研修プログラムの作成を行う。
２）専門研修基幹施設、専門研修連携施設および関連施設において、専攻医が
予定された十分な手術経験と学習機会が得られているかについて評価し、個別
に対応法を検討する。
３）適切な評価の保証をプログラム統括責任者、専門研修プログラム連携施設担
当者とともに行う。
４）修了判定の評価を委員会で行う。

本委員会は年１回の研修到達目標の評価を目的とした定例管理委員会に加え、
研修施設の管理者やプログラム統括責任者が研修に支障を来す事案や支障を
きたしている専攻医の存在などが生じた場合、必要に応じて適宜開催する。

プログラム統括責任者の基準、および役割と権限

１）プログラム統括責任者は専門研修指導医としての資格を持ち、専門研修基幹
施設当該診療科の責任者あるいはそれに準ずる者である。
２）医学教育にたずさわる経歴を有し、臨床研修プログラム作成に関する講習会
を修了していることが望ましい。
３）専攻医のメンタルヘルス、メンター等に関する学習経験があることが望まし
い。
４）筆頭著者学術論文または指導論文、あるいは学会発表などの相応の業績を
有すること。
５）その資格はプログラム更新ごとに審査される。
６）役割はプログラムの作成、運営、管理である。
７）研修到達目標を達成するに十分な指導体制を維持し、 指導医１名につき学
年を問わず、３名の専攻医を越えないような管理体制をとる。
８）専攻医数が全体で20名を越える場合、プログラム統括責任者は副統括責任
者を任命し、ともに専攻医の研修指導体制を管理する。

連携施設および関連施設での指導体制

１）専門研修連携施設および関連施設の指導責任者は専門研修研修基幹施設
のプログラム管理委員会のメンバーであると同時に、専門研修連携施設におけ
る指導体制を構築する。
２）連携施設および関連施設で専門研修にあたっている専攻医の研修実績なら
びに専門研修の環境整備について評価を行う。
３）研修が順調に進まないなどの課題が生じた場合にはプログラム管理委員会
に提言し、対策を考える。
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専攻医の研修実績と評価を記録し保管するシステムは耳鼻咽喉科専門医制度
委員会の専門研修記録簿（エクセル形式＊資料添付）を用いる。専門研修プログ
ラムに登録されている専攻医の各領域における手術症例蓄積および技能習得は
定期的に開催される専門研修プログラム管理委員会で更新蓄積される。専門医
制度委員会ではすべての専門研修プログラム登録者の研修実績と評価を蓄積
する。将来的にはオンライン登録に移行予定である。

医師としての適性の評価

上記①の専門研修記録簿の基本姿勢・態度の２１項目を記載し、「観察評価」の
蓄積を行う。
医師としての適性の評価は社会が求めており、専門医制度の自律性維持のため
には不可欠である。そのため臨床研修指導医とともに医療スタッフ（病棟師長も
しくはそれに準ずる看護師、言語聴覚士など）による評価も加える。
原則として毎月評価し、問題がある場合には研修施設の管理者からプログラム
統括責任者に報告する。

プログラム運用マニュアル・フォーマット等の整備

日本耳鼻咽喉科学会で基本マニュアルを作成しているのでそれを使用する。
研修施設における専門研修指導医、医療スタッフによる評価を研修施設管理者
が確認し、プログラム管理委員会で認定する。

◉専攻医研修マニュアル

労働環境、労働安全、勤務条件

専門研修基幹施設、専門研修連携施設および関連施設それぞれの勤務条件に
順ずるが、以下の項目についての配慮がなされていることに対して研修施設の
管理者とプログラム統括責任者が責務を負う。
１）専攻医の心身の健康が維持されている。
２）週の勤務時間の基本が守られている。
３）当直業務と夜間診療業務の区別、それぞれに対応した適切な対価が支払わ
れている。
４）適切な休養について明示されている。
５）有給休暇取得時などのバックアップ体制が整備されている。

専門研修実績記録システム、マニュアル等の整備

研修実績および評価を記録し、蓄積するシステム

別紙参照

◉指導医マニュアル
別紙参照

◉専攻医研修実績記録フォーマット
別紙参照。専門研修記録簿（エクセル方式）として統一されたものを使用する。将
来的にはオンライン登録に移行予定である。
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専攻医に対する指導内容は、統一された専門研修記録簿（エクセル方式）に時系
列で記載して、専攻医と情報を共有するとともに、プログラム統括責任者および
プログラム管理委員会で定期的に評価し、改善を行う。
１）専門研修指導医は１年ごとに評価する。
２）プログラム統括責任者は１年ごとに評価する。

◉指導者研修計画（FD）の実施記録
指導管理者研修を行った場合は、その記録を保存する。

専門研修プログラムの評価と改善

専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価

各年次の終了時に専門研修記録簿（エクセル方式）とともに１）指導医２）研修プ
ログラムに対する評価を専門研修プログラム統括責任者に提出する。

◉指導医による指導とフィードバックの記録

１）耳鼻咽喉科専門研修委員会の公募に対し、各プログラムは指導医の人数、
診療実績から定員数を明示して応募する。
２）専門医制度委員会で審査し、機構が認定した後、ホームページに各プログラ
ムを掲示する。
３）研修募集者を公募し、各プログラムで面接を行い、選抜、採用する。

修了要件

修了要件、基準は以下に示すとおりである。
１）４年以上の専門研修を行っていること。
２）研修到達目標、経験症例数を達成していること。
３）プログラム統括責任者が専門研修プログラム管理委員会の評価に基づき、研
修修了の認定を行っていること。

専攻医等からの評価（フィードバック）をシステム改善につなげるプロセス

１）プログラム統括責任者ならびに研修プログラム委員会は、適宜必要な改善を
行う。
２）プログラムに対する改善も基本的にはプログラム内で行う。
３）問題が大きい場合や専攻医の安全を守る必要がある場合などには専門医制
度委員会の協力を得ることができる。

研修に対する監査（サイトビジット等）・調査への対応

プログラム統括責任者は、外部の監査・調査に対して真摯に対応する必要があ
る。日耳鼻専門医制度委員会の行うサイトビジットによるプログラム評価を受け
る。プロフェッショナルオートノミーの精神でその結果を真摯に受け止めてすみや
かに改善を図らなければならない。

専攻医の採用と修了

採用方法

12/13 ページ
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他に、自領域のプログラムにおいて必要なこと

13/13 ページ


